
○
総
務
省
告
示
第
三
百
九
十
七
号

特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
の
外
国
と
の
相
互
承
認
の
実
施
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三

年
総
務
省
・
経
済
産
業
省
令
第
三
号
）
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基

準
適
合
証
明
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
郵
政
省
令
第
三
十
七
号
）
様
式
第
七
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十

九
年
総
務
省
告
示
第
六
百
三
十
八
号
（
特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
の
外
国
と
の
相
互
承
認
の
実
施
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等

に
関
す
る
規
則
様
式
第
七
号
の
規
定
に
基
づ
き
登
録
外
国
適
合
性
評
価
機
関
の
区
別
及
び
そ
の
他
の
文
字
等
を
定
め
る

件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
十
五
日

総
務
大
臣

武
田

良
太

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
標
記
部
分
に
二
重
下
線
を
付
し
た
規
定
は
、
こ
れ
を
削

る
。



改

正

後

改

正

前

１

登
録
外
国
適
合
性
評
価
機
関
の
区
別

１

登
録
外
国
適
合
性
評
価
機
関
の
区
別

登
録
外
国
適
合
性
評
価
機
関

区
別

登
録
外
国
適
合
性
評
価
機
関

区
別

［略

］

［同
左

］

U
L
V
er
ific

at
ion

Se
rv
ices

I
nc.

212
U
L
V
er
ifi

cat
ion

Se
rv
ice

s
I
nc.

212

EU
ROF

IN
S
M
ET

Lab
ora

to
rie

s,
Inc

.
2
14

Bu
re
au

Ver
ita

s
C
ons

um
er

Pro
duc

ts
Se
rvi

ces
,
I
nc.

213

EUR
OF
INS

ME
T
L
abo

ra
tor

ies
,
I
nc.

2
14

［略

］

［同
左

］

［削
る

］

注
区
別
の
欄
が
20
8の
登
録
外
国
適
合
性
評
価
機
関
は
平
成
23年
総
務
省
告
示
第
17
3号
に
お
い
て
Si
emi

c,

Inc
.
と
し
て
登
録
さ
れ
た
者
で
あ
り

、ま
た

、区
別
の
欄
が
213
の
登
録
外
国
適
合
性
評
価
機
関
は
平
成
29

年
総
務
省
告
示
第
187
号
に
お
い
て
Cur

ti
s-S

tra
us,

LL
C
と
し
て
登
録
さ
れ
た
者
で
あ
る

。

［
２

略
］

［
２

同
上
］

備
考

表
中
の
［

]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
下
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
下
線
は
注
記
で
あ
る


